
ＡＴＭでの１日あたりの利用限度額について 

（注）上記の金額にかかわらず、６５歳以上の方の利用限度額は２０万円となります（ただし、個別

に限度額を変更された方を除きます）。            ※利用限度額を変更した場合 

 

１．「１日あたりの利用限度額」の変更をご希望される場合 

①１日あたりの利用限度額を初期設定額超に変更する場合（上記※） 

キャッシュカード・お届印・本人確認書類をお持ちのうえ、お取引店窓口にお申し出ください。 

②１日あたりの利用限度額を初期設定額未満に変更する場合 

キャッシュカードをお持ちのうえ、当金庫ＡＴＭにてご希望の限度額へ変更してください。 

 

２．６５歳以上のお客さまは、１日あたりの利用限度額が次のとおりとなります。（個人事業主を除く） 

①ご自身で限度額を設定されている場合（２０２３年２月１０日～） 

過去２年間、キャッシュカードで２０万円を超えるお取引（出金・振替・デビット支払）をされ

ていない方は、「１日あたりの利用限度額２０万円」となります。 

②ご自身で限度額を設定されていない場合 

過去１年間、キャッシュカードで２０万円を超えるお取引（出金・振替・デビット支払）をされ

ていない方は、「１日あたりの利用度額２０万円」となります。 

利用金額の増額を希望される６５歳以上のお客さまは、当金庫営業時間内にキャッシュカード・

お届印・本人確認書類をお持ちのうえ、お取引店窓口にお申し出ください。 

 

３．６５歳以上のお客さまで、当金庫ＡＴＭまたは他金融機関ＡＴＭから３年以上キャッシュカード

による振込取引をされていない口座のお客さまは、「ＡＴＭの振込限度額０（ゼロ）円」に設定さ

せていただいております。該当するお客さまがＡＴＭでの振込取引を希望される場合は、当金庫

営業時間内にお取引店窓口にお申し出ください。 

 

○ご不明な点は、お取引店までお問い合わせください。 

 

お取引の種類 磁気カード ＩＣカード 生体認証カード 

お引き出し 

・お振替 

初期設定額 ５０万円 １００万円 ２００万円 

設定上限額 ※上限額３００万円 ※上限額５００万円 

お振込 

２００万円 

※上限額３００万円 


